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本年�月�日付け厚生労働省医政局医事課長
通知以来, 大問題となっていた医師法第��条
問題は, 令和を目前に, 平成時代に無事, 終

結に至った｡ �月��日付けの厚生労働省の�本
の通知でこの問題は完全に終息することとな

る｡ 通知の�つは, 厚生労働省医政局医事課
から出された事務連絡 ｢『医師による異状死

体の届出の徹底について』 (平成��年�月�日
付け医政医発����第�号厚生労働省医政局医
事課長通知) に関する質疑応答集 (���)
について｣ であり, 他の�つは, 厚生労働省
医政局医事課及び政策統括官付参事官付人口

動態・保健社会統計室から出された ｢平成��
年度版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュ

アルの追補について｣ である｡ 筆者は, 拙著

｢未来の医師を救う医療事故調査制度とは何

か｣ (幻冬舎) においても, 医師法第��条に
言及し, 医師法第��条の異状の判断は ｢外表
異状｣ であることを前提に医療事故調査制度

創設に至った旨を述べて来た｡ ここで言う

｢外表異状｣ とは, 東京都立広尾病院事件判

決 (最高裁判決及び東京高裁判決), 田村憲

久厚生労働大臣答弁及び田原克志医事課長発

言にいう ｢死体の外表を検査して, 異状があ

ると医師が判断した場合に届け出る｣ との意

味である｡ 今回の通知の発出によって, 医師

法第��条の厚生労働省の解釈が, 筆者らと同
じであり, また, 従来の厚生労働省見解の通

りであることが確認された｡

｢医師による異状死体の届出の徹底につ
いて｣(平成��年�月�日付け医政医発����
第�号厚生労働省医政局医事課長通知)に
関する質疑応答集 (���) について
今回の通知発出の趣旨について, 厚生労働

省は, ｢医師が検案して異状を認めるか否か

を判断する際に考慮すべき事項を示したもの

であり, 医師法第��条の届出を義務付ける範
囲を新たに拡大するものではない｣ と述べ,

平成��年�月��日の参議院厚生労働委員会に
おける田村厚生労働大臣答弁及び平成��年��
月��日の第�回医療事故に係る調査の仕組み
等のあり方に関する検討部会における田原医

事課長発言と同趣旨であると明言している｡

また, ｢届出の要否の判断は, 個々の状況に

応じて死体を検案した医師が個別に判断する

ものである｣ と述べ, 医師の裁量である旨を

述べている｡

平成��年�月��日田村厚生労働大臣答弁と
は, ｢医師法第��条は, 医療事故等々を想定
しているわけではない｡ これは法律制定時よ

り変わっていない｡ 死体の外表を検査し, 異

状があると医師が判断した場合には, 警察署

に届ける必要がある｡｣ というものである｡

また, 平成��年��月��日田原医事課長発言
は, ｢基本的には外表を見て判断することで

すけれども, 外表を見るときに, そのドクター

はいろんな情報を知っている場合もあります

ので, それを考慮に入れて外表を見られると

思います｡ ここで書かれているのは, あくま

でも, 検案をして, 死体の外表を見て, 異状

があるという場合に警察署のほうに届け出る

ということ｣ と述べ, ｢検案ということ自体

が外表を検査するということ｡ その時点で異
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状とその検案した医師が判断できるかどうか

ということ｡ そういう判断ができないという

ことであれば届出の必要はない｣ と解説して

いる｡

その他, 医師法第��条の死体の ｢検案｣ 及
び届出義務が発生する時点の解釈を含め, 東

京都立広尾病院事件判決の内容を変更するも

のではないこと｡ 医師法第��条の ｢検案｣ に
死体の外表の検査以外の行為を含ませようと

するものではないこと｡ 医療事故等の事案に

ついて警察署への届出の範囲を拡大するもの

ではないことが今回の通知で明示された｡

平成��年度版死亡診断書 (死体検案書)
記入マニュアルの追補について
平成��年度版死亡診断書 (死体検案書) 記
入マニュアルに掲載されていた ｢医師による

異状死体の届出の徹底について (通知) (平成

��年�月�日医政医発����第�号) (抄)｣ が削
除された｡ さらに, 同通知の解釈は ｢『医師

による異状死体の届出の徹底について』 に関

する質疑応答集 (���) について｣ を参照
することとの文言が加えられるとともに,���が記載されている｡
おわりに
今回の通知発出により, 厚生労働省見解は

従来と変わっておらず, 筆者らの見解と同一

であることが確認された｡ 平成��年�月�日付
け通知が意図せぬ形で発出されたというハプ

ニングはあったが, 厚生労働省から追加の通

知が出されたことにより, 大事に至らなかっ

た｡ 平成��年度版死亡診断書(死体検案書)記
入マニュアルの追補版が出されたことにより

医療現場の不安は去ったと言えよう｡ 厚生労

働省担当部局の素早い対応に敬意を表したい｡
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｢鹿児島市医報｣ では, ｢医療トピックス｣ コーナーを設けてあります｡

各科で話題になっている治療・診断法, または皆様が普段実践されているとって

おきの健康法などございましたら, どうぞお気軽にご投稿ください｡

※詳細は本誌記載の ｢鹿児島市医報｣ 投稿規程をご参照ください｡

◇原稿は郵送･メール等にて下記宛にお送りください◇
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